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調 査

先進国では、少子化、合計特殊出生率の低下という課題を共通して抱えている。女性の高学歴化と、

それに伴う未婚・晩婚化、また、経済の成熟化により、少ない数の子どもへ集中的に教育投資をしよ

うという動きが、少子化に繋がっている。日本も例外ではなく、少子化が進み、労働力人口が減少し

ている。

地方においては、特に女性の間で、自分のやりたい仕事を求め、東京都などの都市部に流出する動

きが進む。より労働力人口が減少し、女性が地域に残らないことで少子化も進む。

一方、個人レベルから女性や出産・子育てを取り巻く環境をみると、非正規化等の雇用面及び、増

税や社会保障の負担増等の所得面の変化、さらに、核家族化等、子育てにかかる家庭の負担が増大し

ている。負担軽減のため、就業する女性が増加しているものの、男女雇用機会均等法以後も女性の働

く環境は大きく変わっておらず、女性の負担感が増している。

こうした中、政府は、「地方創生」、「一億総活躍社会」等のスローガンのもとに数々の施策を打ち出し、

出産・子育て等女性を取り巻く環境の変化促進と、支援を強化しようとしている。

民間事業者の中では、女性の活躍を促進することで、人手不足等労働力の問題を解決するのみならず、

女性ならではの視点を活かした新たなビジネスチャンスを掴もうとする動きが進んでいる。

常陽アークでは、こうした地方創生と女性、出産・子育てを巡る課題と今後の方向性について、2号

にわたって調査を行う。１回目の本号では、民間事業者における女性の働き方の変化や、経営側の支援

等についてみていく。2回目の2017年2月号では、地域の子育て支援の変化等についてみていく。

先進国では、少子化、合計特殊出生率の低下という課題を共通して抱えている。女性の高学歴化と、

それに伴う未婚・晩婚化、また、経済の成熟化により、少ない数の子どもへ集中的に教育投資をしよ

うという動きが、少子化に繋がっている。日本も例外ではなく、少子化が進み、労働力人口が減少し

ている。

地方においては、特に女性の間で、自分のやりたい仕事を求め、東京都などの都市部に流出する動

きが進む。より労働力人口が減少し、女性が地域に残らないことで少子化も進む。

一方、個人レベルから女性や出産・子育てを取り巻く環境をみると、非正規化等の雇用面及び、増

税や社会保障の負担増等の所得面の変化、さらに、核家族化等、子育てにかかる家庭の負担が増大し

ている。負担軽減のため、就業する女性が増加しているものの、男女雇用機会均等法以後も女性の働

く環境は大きく変わっておらず、女性の負担感が増している。

こうした中、政府は、「地方創生」、「一億総活躍社会」等のスローガンのもとに数々の施策を打ち出し、

出産・子育て等女性を取り巻く環境の変化促進と、支援を強化しようとしている。

民間事業者の中では、女性の活躍を促進することで、人手不足等労働力の問題を解決するのみならず、

女性ならではの視点を活かした新たなビジネスチャンスを掴もうとする動きが進んでいる。

常陽アークでは、こうした地方創生と女性、出産・子育てを巡る課題と今後の方向性について、2号

にわたって調査を行う。１回目の本号では、民間事業者における女性の働き方の変化や、経営側の支援

等についてみていく。2回目の2017年2月号では、地域の子育て支援の変化等についてみていく。

未婚・晩婚化が進み、夫婦が持つ子どもの数が全体として減少傾向にある等、少子化が進んでいる。労
働力人口の減少を受け、国は、女性の労働力の活用等を目的に、出産・子育てと仕事の両立を支援する「日
本再興戦略」を打ち出した。合わせて、女性の管理職への登用等、女性が働きやすい企業の制度・環境づ
くりを支援する「女性活躍支援法」を施行した。
こうした状況を踏まえ、民間事業所にアンケート調査を実施すると、民間事業所の6割は女性活躍推進

に取り組み済みで、今後の予定を含めると、全体の9割が取り組みに前向きである。具体的には、時短勤
務等の仕組みづくりや、残業させない環境の整備等、女性の働きやすさを支援するものが多い。しかし、
女性社員の管理職登用については、経験やスキルを積んだ女性社員がいない等の課題が挙げられた。
一方、一般女性へのアンケート調査では、現在働いている女性のうち、育休後に復職している人は半数

にとどまり、もう半数は退職後に別な職場に就職している。現在働いていない女性の中にも、産休・育休
や働きやすい制度の不備、職場で前例がない等の理由で退職した人も少なくない。
こうした現状と、県内事業所へのヒアリングを踏まえると、女性が働きやすく、復職したいと思う職場

とは、以下の3点を備えた職場であると考えられる。

①産休・育休を取りやすい社内の雰囲気や、取得した実例がある
②時短勤務等、保育所に子どもを預けている人が働きやすい制度を備えている
③復職後のブランクや体力面の衰え等を緩和する措置があり、無理なく復職できる

次回2月号では、地方創生の基本目標に据えられ、各市町村も重点的に取り組む子育て支援策や保育所
の増設について、まち・ひと・しごと創生総合戦略や自治体向けに実施するアンケートを元に、各地域の
重視する項目や違い等を整理する。合わせて、NPO法人等の取り組みから、地域が支える子育て支援策
についてもみていく。そして、県外事例等も踏まえ、子育てしやすい地域づくりの方向性について考える。

10月号の概要

いばらきの創生を考える 2016～2017
第6回　女性活躍推進の現状と今後の視点

～出産・子育てと仕事の両立にむけて
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本章では、少子化の現状と、女性の出産前後の就業状況、その背景等について、データをもとにみていく。

1．少子化の現状

全国の出生数は足元で最低水準にある

出産・子育ての現状について、まず、出生数の推

移をみていく。国内の出生数は、1947年の268万人

から、1957年に157万人に減少し、再び上昇した。

1973年の209万人を頂点に、以降は減少傾向が続

き、足下の2014年は100万人と、出生数は最低水準

となっている（図表２）。

合計特殊出生率（※１）の推移をみると、1975

年の1.91を境に2.00を下回り、以降は緩やかに低下

している。05年には1.26と、丙午の年（※２）以来

で最低水準となった。以降は緩やかに持ち直し、足

元の14年は1.42となっている。

※１ 　一人の女性が、一定の年齢別出生率で算出した一生の間
に生む子どもの数

※２ 　「丙午（ひのえうま）年の生まれの女性は気性が激しく
夫の命を縮める」という迷信から、子どもの出生数が急激
に少なくなった年

第１章　少子化の現状と女性の就業状況

図表1　出産・子育てや女性を取り巻く社会の関係性と調査の範囲

背景・事象 想定される主な対応策 対応策の確認項目

第1章では、各種のデータから、女性の就業状況とその背景についてみていく。
第2章では、女性の活躍推進を目的に、これまで国が定めた法令や、県の取り組み等をみていく。
第3章では、企業と一般女性に対するアンケートを実施し、企業における女性の活躍推進状況と、実際に女
性の就業状況がどうなっているか、実態を確認する。
第4章では、女性の活躍促進において、茨城県をリードする企業へのヒアリングを行う。
第5章では、女性が活躍できる企業作りに向けたヒントをまとめる。

10月号の内容

国

県

地域

市町村

会社

職場

家族

個人

先進国の少子化
女性の高学歴化
女性の就業促進
指導的地位に就く女性の増加

子育て支援（保育サービス、諸費用の無償化等）
ジェンダーギャップの解消世界 10月号の範囲 2月号の範囲

少子化
労働力人口の減少 女性の労働力の活用 法令・施策 法令・施策

若い女性の首都圏への流出 女性の活躍促進
子育てしやすいまちづくり 施策 施策

核家族化による子育て支援の必要性
若い女性の県内都市部への流出 子育て支援サークル ＮＰＯ等

若者の流出
保育所の不足

子育てしやすいまちづくり
物的・金銭的支援

施策
アンケート

人手不足
優秀な人材の確保
新たなビジネスチャンスの発掘

女性の活躍促進
女性の支援をビジネスに活かす

アンケート
ヒアリング

育休取得者へのフォロー
スムーズな職場復帰 職場復帰を円滑にするシステム ヒアリング

経済力の確保
家事・育児

配偶者の協力
家事・育児サービス ヒアリング

経済力の確保
自己実現 課題整理・ニーズの汲み取り アンケート アンケート
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図表2　出生数及び合計特殊出生率の年次推移（全国）

出生数 合計特殊出生率

（万） （％）

1966年：丙午
出生数136万人

1989年：
1.57ショック
出生数125万人

出所：厚生労働省「人口動態統計」

※1.57ショック…1989年の人口動態統計において合計特殊出生率が丙午の
年を下回り、過去最低を記録したこと
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死亡数が出生数を上回る

出生数と死亡数の推移をみると、死亡数は、

1950年から70年代にかけて、概ね70万人程度で横

ばいに推移してきた（図表３）。1980年代に入ると、

緩やかに増加しはじめ、03年には1947年以来56年

ぶりに100万人を超えた。さらに、05年には出生数

を逆転している。

県内の出生数も足下で最低水準にある

茨城県の出生数の推移についてみていくと、

1947年の６万９千人から、1961年には３万４千人

に減少している（図表４）。再び増加し、1974年の

４万３千人を頂点に、以降は緩やかに減少し、

1988年には３万人を下回る水準となった。足下の

12年は２万３千人で、過去最低水準となっている。

夫婦間における子どもの数が2人以下に減少

夫婦が持つ子どもの数についてみてみる。結婚か

ら15 ～ 19年が経過した夫婦が持つ子どもの平均的

人数を表した完結出生児数は、1940年の4.27人から

1962年には2.83人に減少している（図表５）。その

後は２人程度を維持しながら緩やかに減少し、足元

の10年は1.96人となっている。

夫婦が持つ子どもの数は全体に減少傾向にある

子どもの出生数の分布をみると、1977年から10

年の全ての調査年次で、子どもを「２人」持つ夫婦

が50％を超えている（図表６）。

子どもの数が「４人以上」である割合は1977年

の5.1％から2.2％へ、「３人」の割合は23.8％から

19.4％へ低下している。

一方、子どもの数が「１人」の割合は11.0％から

15.9％へ上昇し、「０人」の割合も3.0％から6.4％

へ上昇している。

依然として、結婚後は子どもを２人持つ夫婦が最

多数である一方、夫婦全体でみれば、持つ子どもの

総数は減少傾向にある。
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図表3　全国の出生数・死亡数の推移

出生数 死亡数

（万）

出所：厚生労働省「人口動態統計」

2.35

1.63
1.321.411.41

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

1947年 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 2000 05 10 2012

図表4　出生数及び合計特殊出生率の年次推移（茨城県）

出生数 合計特殊出生率

（人） （％）

丙午
出生数2万6千人 1.57ショック

出生数2万9千人

出所：茨城県「平成24年茨城県保健福祉統計年報」
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図表5　夫婦間における完結出生児数の推移

出所：国立社会保障・人口問題研究所「第14回出生動向基本調査」
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図表6　完結出生児数の分布と推移
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出所：国立社会保障・人口問題研究所「第14回出生動向基本調査」
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理想の子どもの数と実際の数には乖離がある

夫婦の理想の子どもの数は、1977年から02年にか

けて、2.5人以上を維持しているものの、足もとでは僅

かに低下し、10年は2.42人となっている（図表７）。

前述の完結出生数の推移と比較すると、理想の子

どもの数と実際の子どもの数には常に乖離があ

る。理想の子どもの数が減少するとともに、実際の

子どもの数も緩やかに減少していくと考えられる。

理想の子どもの数を持たないのは金銭面が課題

理想の子どもの数を持たない理由は、「子育てや

教育にお金がかかりすぎるから」が60.4％で、他の

項目に比べ圧倒的に高い（図表８）。金銭面の問題

は、子どもを生む数に大きな影響を与えている。

また、「高年齢で生むのはいやだから」も35.1％

で高く、「欲しいけれどもできないから」は19.3％

で、前回調査時から3.0ポイント上昇している。晩

婚化による影響も少なくないとみられる。

2．女性の就業状況

25 ～ 34歳の女性の就業率が上昇している

小・中学生の子どもを育てている世代の就業率の

推移をみてみる。男性は、30 ～ 49歳は、いずれの

年においても就業率が90％を超えている。20 ～ 29

歳は80％以上となっている。また、いずれの年代

も、雇用のミスマッチ等を背景に、緩やかに低下し

ている。

一方、女性の年齢別就業率をみると、いずれの年

齢層においても上昇が続いている（図表９）。近年の

動向をみると、25 ～ 29歳は00年の65.0％に対し、

15年は76.5％と10.5ポイント上昇している。30～ 34

歳は、00年の53.7％に対し、15年は68.4％と14.7ポ

イント上昇している。未婚化や晩婚化の影響もある

ものの、主に小さな子どもを育てている年齢層で、

働いている人が多くなっている。

女性管理職の割合は上昇が続く

民間企業における女性管理職の割合をみると、部

長、課長、係長の割合はともに上昇が続いている

（図表10）。特に、係長相当職の割合が大きく上昇

しており、15年は全体の17.0％で、1989年の4.6％
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図表7　平均理想子ども数と完結出生児数の比較

平均理想子ども数 完結出生児数

出所：国立社会保障・人口問題研究所「第14回出生動向基本調査」

（人）

図表8　理想の子どもの数を持たない理由
 （単位：％）

2010年 2005年 2010-
2005

経済的
理由

子育てや教育にお金がかかりすぎるから 60.4 65.9 ▲5.5

自分の仕事（勤め・家業）に差し支えるから 16.8 17.5 ▲0.7

家が狭いから 13.2 15.0 ▲1.8

年齢・
身体的
理由

高年齢で生むのはいやだから 35.1 38.0 ▲2.9

欲しいけれどもできないから 19.3 16.3 3.0

健康上の理由から 18.6 16.9 1.7

育児
負担

これ以上、育児の心理的、肉体的負担に耐
えられないから 17.4 21.6 ▲4.2

夫に
関する
理由

夫の家事・育児への協力が得られないから 10.9 13.8 ▲2.9

一番末の子が夫の定年退職までに成人して
ほしいから 8.3 8.5 ▲0.2

夫が望まないから 7.4 8.3 ▲0.9

その他
子どもがのびのび育つ社会環境ではないから 7.2 13.6 ▲6.4

自分や夫婦の生活を大切にしたいから 5.6 8.1 ▲2.5

 出所：国立社会保障・人口問題研究所「第14回出生動向基本調査」
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図表9　女性の年齢別就業率の推移

25～29 30～34 35～39 40～44 45～49
出所：労働力調査
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図表10　民間企業における女性管理職の割合

部長相当 課長相当 係長相当

出所：賃金構造基本統計調査

（％）
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から12.4ポイント上昇している。課長相当職も9.8％

で、1989年の2.0％から7.8ポイント上昇している。

部長相当職程度は6.2％で、1989年の1.3％から4.9

ポイント上昇している。

全国の出生数が減少し、合計特殊出生率も低位横

ばいが続いている。夫婦間の子どもの数も全体とし

て減少傾向にある。以前に比べ就業する女性が増加

しており、管理職に就く女性の割合も徐々に増加し

ている。

次章では、国や県が出産・子育てと仕事の両立を

どのように後押しをしているか、法令や取り組みに

ついてみていく。

本章では、女性活躍推進に関する国・県の取り組み方針について、最近の主なものを確認する。出産・子育

て支援と両立支援に関しては日本再興戦略、女性管理職に関しては女性活躍推進法に定められている。なお、

保育所等子育て関連の法令については、２月号で詳しく取り上げる。

1．国の法令・取り組み方針

⑴ 指導的地位に占める女性の割合の目標

03年、内閣府男女共同参画局は、指導的地位に

占める女性の割合について、30年に30％程度を目

指すという目標を発表した。これまでに、ポジティ

ブ・アクション（企業の自主的取り組み）の推進や

関係機関への情報提供等に取り組んできた。さら

に、「日本再興戦略」では女性の労働力活用を成長

戦略の中核に位置付けている。

日本再興戦略2013

「日本再興戦略」（13年６月）では、「女性の活躍

促進や仕事と子育て等の両立支援に取り組む企業

に対するインセンティブ付与」、「女性のライフス

テージに対応した活躍支援」、「男女が共に仕事と子

育て等を両立できる環境の整備等」、「公務員におけ

る女性の採用・登用の拡大」への取り組みを盛り込

んだ。そして、女性の活躍促進を阻害する待機児童

問題について、「子ども・子育て支援制度」の実行

や、「待機児童解消加速化プラン」を展開すること

とした。

「日本再興戦略」改訂2014

『日本再興戦略』改訂2014（14年６月）では、待

機児童解消加速化プランを推し進めるとともに、新

たに「育児・家事支援環境の拡充」、「企業等におけ

る女性の登用を促進するための環境整備」、「働き方

に中立的な税制・社会保障制度等への見直し」の３

分野11項目に取り組む（図表11）。

「女性の活躍『見える化』サイト」は、各企業の

女性活躍の推進状況を可視化することで、投資家や

消費者、学生に情報を発信するとともに、他企業へ

の取り組みの波及を目的として開設された（図表

12）。16年１月現在、上場企業3,547社中1,190社

（33.5％）のデータが掲載されている。

第2章　国・自治体の女性活躍推進に向けた取り組み

図表12　女性の活躍「見える化」サイトの公表情報

項　　目

1 データの対象（単体ベース・連結ベース）9 育休取得者数（合計、うち男性）

2 従業員（合計、うち女性、女性比率）10 育児休業復職率

3 管理職（合計、うち女性、女性比率）11 平均年間給与

4 役員（合計、うち女性、女性比率） 12 月平均残業時間

5 平均年齢（合計、男性、女性） 13 有給取得率

6 平均勤続年数（合計、男性、女性） 14 女性登用に関する目標の有無・内容

7 新入社員の定着状況（男性、女性） 15 各種報告書での情報開示の有無

8 産休取得者数 16 備考

 出所：内閣府男女共同参画局HP
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２月以降は公表する数値を増やし、「女性の活躍

推進企業データベース」とした。県内企業では、

68社が掲載されている（非公開企業を含む）。

「日本再興戦略」改訂2015、「日本再興戦略2016」

では、待機児童解消加速化プランの推進等、保育の受

け皿や保育人材の確保について取り組む方針である。

⑵ 女性活躍推進法

「女性の職業生活における活躍の推進に関する法

律」（女性活躍推進法）（15年７月）では、従業員

が301人以上の民間事業主について、女性活躍の数

値目標を含む一般事業主行動計画の策定と届け

出、公表が義務付けられた（300人以下は努力義務）

（図表13）。これにより、就職活動を行う女子学生

の企業選択の支援や、民間事業主同士の切磋琢磨を

促す。

一般事業主行動計画の提出状況は、16年４月末

現在、全国で13,087社（85.0％）となっている。

県内では、194社（88.2％）が届け出済みで、

300人以下の民間事業主についても、15社が届け出

を行っている。

「えるぼし企業」の認定

一般事業主行動計画を提出し、かつ「採用」、「継

続就業」、「労働時間等の働き方」、「管理職比率」、「多

様なキャリアコース」の５項目について、一定の基

準を満たしている企業は、「えるぼし」企業として

認定される（図表14）。認定された企業が使用でき

る「えるぼし」マークは、商品や広告、名刺、求人

票に使用でき、女性活躍推進の取り組み企業である

ことを社会に広くアピールできる。

図表13　女性活躍推進法における民間事業主等の
具体的取り組み

項　　目 具体的内容

1 女性の活躍状況の把握、
課題分析

・ 基礎項目（女性採用比率、勤続年数男女差、
労働時間の状況、女性管理職比率）は必須
・その他、男女別の採用時における競争率等

2
状況把握・課題分析を踏ま
え、事業主行動計画の策
定・届け出（労働局）

・取り組み実施・目標達成は努力義務
・ 行動計画には計画期間、数値目標、取組内
容、取組の実施時期、を盛り込む

3 女性の活躍に関する情報
公表

・ 自社ホームページ、「女性の活躍推進企業
データベース」等

 出所：厚生労働省HP

図表11　「日本再興戦略」改訂2014における女性活躍推進の内容

項　　目 主な内容

育児・家事支援
環境の拡充

1 放課後子ども総合プラン 「小1の壁」の打破等を目的とした放課後児童クラブ・放課後子供教室の計画的な整備

2 保育士確保対策の着実な実施 「保育士確保プラン」による子ども・子育て支援新制度において必要となる保育士数の明示と確保

3 子育て支援員の創設 小規模保育など地域のニーズに応じ、育児経験豊かな主婦等を、必要な研修を受講した「子育て
支援員」として認定

4 安価で安心な家事サービスの実現 ・家事支援サービスの品質確保のための業界による自主的取り組みへの支援
・主要事業者で構成される推進協議会を設置し、年内に具体策を検討

5
女性の活躍推進、家事支援ニーズへの
対応のための外国人家事支援人材の活
用

・ 訪問型病児保育と併せて行う往診・訪問診療など、子どもに対する往診・訪問診療であって、
対応できる医療機関の確保が困難なものについて、保険給付の対象とする

企業等における
女性の登用を
促進するための
環境整備

6 女性の活躍推進に向けた新たな法的枠
組みの構築

「2020年に指導的地位に占める女性の割合30％」の実現に向け、国・地方公共団体、民間事業者
における女性の登用の現状把握、目標設定、自主行動計画の策定及び情報開示、対応策等の検討

7
企業における女性登用の「見える化」
及び両立支援のための働き方見直しの
促進

・有価証券報告書における役員の女性比率の記載義務付け等
・女性の登用状況に関する企業情報の総合データベース化
改正次世代育成支援対策推進化法を通じた職場環境整備の促進

8 国家公務員における女性職員採用・登
用の拡大 女性の国家公務員の採用・登用の拡大や、柔軟な働き方の推進等に取り組み

9 「女性活躍応援プラン（仮称）」等の実
施

・子育て支援員の創設
・女性のチャレンジ応援プランの取りまとめ
・企業トップや管理職の意識改革を推進
・各地域における女性応援会議の開催
・経済団体等による連携プラットフォーム整備
・企業現場の取り組み支援

10 キャリア教育の推進、女性研究者・女
性技術者等の支援等

・ロールモデル提示、キャリア教育プログラム情報を集約、発信
・女性登用に積極的に取り組む大学への支援
・女性研究者の育成、就労環境整備、ワークライフバランス配慮型研究システム改革

働き方に中立的な
税制・社会保障制度
等への見直し

11 働き方に中立的な税制・社会保障制度
等への見直し ・女性の就労に対して抑制的な制度の見直しを図る（税制、社会保障制度、配偶者手当）

 出所：「日本再興戦略」改訂2014
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16年４月末までに全国で46社が認定されており、

県内では、㈱常陽銀行が２段階目（３項目該当）で

認定された。その後、㈱カスミ、㈱関彰商事が３段

階目（全項目該当）で認定されている（図表15）。

2．茨城県の取り組み

ハーモニー功労賞、女性が輝く優良企業認定制度

茨城県では、01年度に「男女共同参画推進条例」

を全国で５番目に施行し、女性の社会への参画を促

進してきた。また、企業の経営者・管理職の意識改

革や、女性のキャリア形成に取り組む等、女性の活

躍を推進している。

95年度より実施している「ハーモニー功労賞」（実

施当初は男
ひと

と女
ひと

ハーモニー功労賞）の表彰は、男女

共同参画の推進に功績のあった個人、団体、事業所

を表彰するもので、15年度までに49人、49団体、

45事業所が受賞した。16年度からは、女性の活躍、

ワーク・ライフ・バランス、子育て支援の３分野に

バランス良く取り組む企業を認定する「茨城県女性

が輝く優良企業認定制度」を創設し、特に優良な企

業について表彰する。

茨城県女性職員活躍推進プラン

女性活躍推進法に基づく特定事業主計画とし

て、「茨城県女性職員活躍推進プラン」を策定し、

採用・登用の拡大、働き方改革の推進、働きやすい

職場環境づくりを進めている。（図表16）

女性職員の割合は、他県に比べ、課長級以上の管

理職が低いため、ワーク・ライフ・バランスの理解

やキャリアプラン形成のための研修を実施し、人材

の育成や登用拡大に取り組んでいる。

また、働き方改革として、時間外勤務の縮減や年

次休暇の取得促進に取り組むとともに、テレワーク

等多様な働き方を検討している。

図表14　女性の職業生活における活躍の状況に関する
実績に係る基準の概要

評価項目 基準値（実績値）

1 採用 男女別の採用における競争倍率（応募者数/採用者数）が同
程度であること

2 継続就業
（どちらか）

①「女性労働者の平均継続勤務年数÷男性労働者の平均継
続勤務年数」が雇用管理区分ごとにそれぞれ７割以上であ
ること

②「10事業年度前及びその前後の事業年度に採用された女
性労働者のうち継続して雇用されている者の割合」÷「10
事業年度前及びその前後に採用された男性労働者のうち継
続して雇用されている者の割合」が雇用管理区分ごとにそ
れぞれ８割以上であること

3 労働時間等
の働き方

雇用管理区分ごとの労働者の法定時間労働及び法定休日労
働時間の平均が、直近の事業年度の各月ごとに全て45時間
未満であること

4 管理職比率
（どちらか）

①管理職に占める女性労働者の割合が別に定める産業ごと
の平均値以上であること

②直近３事業年度の平均した「課長級より１つ下位の職階
にある女性労働者のうち課長級に昇進した女性労働者の割
合」÷直近３事業年度の平均した「課長級より１つ下位の
職階にある男性労働者のうち課長級に昇進した男性労働者
の割合」が８割以上であること

5 多様なキャ
リアコース

直近の３事業年度のうち、以下について大企業は２項目以
上（非正規社員がいる場合は必ずAを含むこと）、中小企業
は１項目以上の実績を有すること

A　女性の非正社員から正社員への転換

B　 女性労働者のキャリアアップに資する雇用管理区分間
の転換

C　過去に在籍した女性の正社員としての再雇用

D　おおむね30歳以上の女性の正社員としての採用

 出所：厚生労働省HP

図表15　「えるぼし」企業の認定基準

認定基準 認定企業

1段階目 1～ 2項目
満たさない項目につい
ては、事業主行動計画
に盛り込まれた当該項
目について、2年以上
連続して実績が改善し
ていること

実績を厚生労
働省のウェブ
サイトに毎年
公表している
こと

2段階目 3～ 4項目 ㈱常陽銀行
（2016年4月）

3段階目 全て

㈱カスミ
（2016年6月）

㈱関彰商事
（2016年6月）

 出所：厚生労働省、茨城労働局HP

図表16　茨城県女性職員活躍推進プランの概要
現　　状 2020年までの数値目標

採用・登用 採用・登用

1 採用に占める女性
の割合（2014年）

37.1％
（全国17位） 1 受験者に占める

女性の割合 40%

2
役職ごとの女性の
割合
（2015年4月1日）

課長級以上
（4.7％）

（全国45位）

2

役職ごとの女性
の割合

課長級以上
13％

課長補佐級
（14.2％）

（全国30位）

課長補佐級
20％

係長級33.8％
（全国16位）

係長級30％
以上を維持

女性向け研修の
参加率

100％
（2017年度）

働き方改革 働き方改革

3 時間外勤務時間
（知事部局・2014年）

10.1時間/月
（全国38位） 3 時間外勤務時間 2015年度対比

1割削減

4 10年後の離職率
（2015年4月1日）

約10％
（男女とも） 4 年休の取得日数 14日/年

働きやすい職場環境 働きやすい職場環境

5 男性の育児休業
取得率（2015年） 8.8% 5 男性の育児休業

取得率 13%

6 配偶者出産休暇
取得率（2015年） 100% 6 配偶者出産休暇

取得率 100%

7 男性の育児参加休
暇取得率（2015年） 100% 7 男性の育児参加

休暇取得率 100%

 出所：茨城県ホームページ
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この他、男性社員の配偶者出産休暇と育児参加休

暇は取得率100％を達成している。また、子どもが

生まれた男性職員に対する「イクメン手帳」の配布

や管理職向けの「子育て応援マニュアル」を配布し、

意識啓発や働きやすい職場づくりを進めている。

「いばらき女性活躍推進会議」が発足

16年５月には、働く女性が活躍できる社会の実現

に向けて、行政と民間が一体となって取り組むた

め、「いばらき女性活躍推進会議」が発足した。現在

は、民間企業の役員、管理職等からなる企画運営委

員会において、具体的な取り組み内容が検討されて

いる。今後、25年度までに、会員企業を740社集め

ることを目標としている。

茨城県まち・ひと・しごと創生総合戦略

「茨城県まち・ひと・しごと創生総合戦略」にお

いては、25 ～ 44歳の女性有業率や、保育所の待機

児童解消等が数値目標として掲げられている。

女性の活躍推進関連の主なKPI項目では、ハーモ

ニートップセミナー参加企業数（55社（14年）

⇒130社（19年））、女性が働きやすい企業が参加す

る就職面接会における就職者数（19年までの５年

間で100人）、政策方針決定過程に参画する女性の

割合（28.3％（14年）⇒30.0％（19年））等がある。

3．各市町村の取り組み

16年７月末現在、全市町村が特定事業主行動計

画を策定し、女性職員の活躍を推進している。

また、まち・ひと・しごと創生総合戦略では、

KPI項目に「くるみんマーク（厚生労働省が認定す

る子育て支援企業）取得企業数」（筑西市）や、「企

業との共同による託児所設置」（結城市）等の具体

的項目を掲げる市町村もみられる。

国は、女性活躍推進のプランニングや見える化、

出産・育児と仕事の両立支援を中心に、女性が働き

やすい環境づくりを進めている。

こうした中、実際に県内の民間事業主がどのよう

な取り組みをしているか、また働く女性がどのよう

な状況に置かれているかを確認していく。

全国の地方銀行64行からなる「輝く女性の活躍

を加速する地銀頭取の会」（※３）は、配偶者の転

勤や結婚に伴う転居の際に、転居先の地銀に再就

職ができるよう、「地銀人材バンク」の運用を開始

した。

通常、地方銀行はエリア外に支店を持たないこ

とから、遠方への転居等で、やむを得ず退職する

女性行員が少なくなかった。そこで、「会員各行の

人事担当窓口のネットワーク」を整備し、地銀同

士が相対で転職希望者の紹介を行う仕組みを構築

した。これにより、行員（特に女性）は経験を活

かして再就職できるとともに、地銀各行も経験を

有する即戦力の人材を確保しやすくなった。

同会事務局の㈱千葉銀行ダイバーシティ推進部

によれば、16年８月現在、103件中66件が成約し

ており、関東甲信越地域とその他の地域の間での

移動が多いという。

従来、エリア外に転居してしまえば再就職はな

かなか難しかった地方銀行においても、女性の活

躍推進に向けた取り組みが進みつつある。「職務」

重視の雇用が事業者の間で広がることで、転勤、

結婚、介護等のライフイベントに対応した働き方

が進む。
※3 　14年11月発足。女性活躍に関する自主目標の設定、組
織の意識変革、男女の働き方の変革や地域社会への働き
方等を進めることを目標とする。

居住地が変わっても働き続けられる仕組み作り
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本章では、県内の民間事業所における、女性の出産・子育てと仕事の両立の支援状況を確認する。さらに、

県内在住の子どものいる女性にアンケートを行い、出産・子育てと仕事の両立や、子育てしながら就業するこ

とに関する考え方等について確認する。

１．事業者アンケート

常陽アークでは、県内事業所内における、女性が

働きやすい職場づくりのための仕組みや制度の整

備状況について、一般社団法人茨城県経営者協会と

共同でアンケート調査を実施した。

⑴ 調査の概要

①調査の対象

・（一社）茨城県経営者協会の会員企業1,030社

・ 業種、従業員数は、本社ではなく、個別事業所

について回答

②実施時期・実施方法

時期：2016年７月25日～８月10日（17日間）

方法： （一社）茨城県経営者協会の会報誌にアン

ケート用紙を挟み込んで配布し、FAXま

たはインターネットで回答

③回収状況

有効回答数331件（有効回答率32.1％）

⑵ アンケート結果の概要

67％の事業所が女性活躍推進に取り組んでいる

女性活躍推進に関して、67.3％の事業所が取り組

んでいる。今後取り組み予定の事業所を含めると、

取り組みに意欲的である事業所が90％を超えている。

女性社員が多い事業所は取り組みに積極的

大規模事業所ほど、女性活躍推進に取り組んでい

る割合が高い。

業種別では、金融業・保険業、医療・福祉等、女

性正社員の占める割合が高い事業所が高くなって

いる。

一方、比較的女性社員が少ない建設業、製造業に

おいても、将来的に取り組みたいと考えている事業

所が多い。

内容は、出産後の対応や管理職への登用が高い

女性活躍推進の具体的な取り組み内容は、働きや

すい制度の整備、勤務形態の多様化、管理職への積

極的な登用が多い。大規模事業所では、再雇用制度

の整備、福利厚生制度の充実や、ロールモデルとな

る女性社員の事例周知も高い。

また、出産後に無理なく働き続けられる制度づく

りや、経験を積んだ女性社員が活躍できる社内の雰

囲気づくり等が重視されている。

一方で、出産等を契機に退職した女性社員の再雇

用等の経験者の活用に関する項目や、福利厚生制度

の充実等、女性の働きやすさをアピールする項目は

比較的低い。

取り組み目的は、将来を見据えた人材戦略

取り組み目的は、将来を見据えた人材戦略が最も

高く、育休を取って働き続けてもらいたい女性社員

がいること、世の中の流れへの対応等も高い。

事業所規模別では、小規模事業者が、育休を取っ

て働き続けてもらいたい女性社員への対応や比較

的現場の社員の都合を優先しているのに対し、大規

模事業者は将来の人材戦略に加え、女性活躍推進法

への対応や、企業イメージの改善、採用等に関する

目的・要因も重視している。

第3章　県内事業所における女性活躍推進の取り組み状況
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将来的に取り組み予定の事業者は、働きやすさのほ

か、再雇用制度の整備を想定

現在は女性活躍推進に取り組んでいないもの

の、３年以内、あるいは将来的に取り組み予定の事

業者は、働きやすい制度の整備、管理職への積極的

な登用のほか、退職後の再雇用制度への取り組みを

想定している。

しかし、取り組み済みの内容をみると、再雇用制

度への取り組み事業者は少ない。実際の制度整備に

おいては課題があるとみられる。

取り組みの課題は管理職に適した経験を積んだ女

性社員がいないこと

女性活躍推進に関して、取り組みの課題となるこ

とは、管理職に適したキャリア・経験を積んだ女性

社員がいないこと、女性社員の仕事内容や勤務形態

が他の管理職と異なっていること、昇進を勧めて

も、管理職になりたがらないこと等がある。

事業所規模別では、小規模事業所において、取り

組み方がわからない、取り組む時間がない等が高く

なっている。

⑶ アンケートの結果

①属性

製造業・建設業が多い

「製造業」（30.1％）が最も高く、「建設業」（16.3％）、

「卸売業・小売業」（12.7％）、「その他サービス業」

（11.4％）の順に高い（図表17）。

小規模・中規模の事業所がそれぞれ４割を占める

「100～ 300人」（24.4％）が最も高く、「20～ 50人」

（24.1％）、「50～100人」（16.0％）の順に高い（図表18）。

また、「20人未満」と「20～ 50人」を合計した比

較的小規模の事業所が38.9％、「50～ 100人」と「100

～ 300人」を合計した中規模の事業所が40.4％、「300

～ 1,000人」と「1,000人以上」を合計した大規模の

事業所が20.7％となっている。小規模、中規模の事

業所がそれぞれ約４割を占める。

業種別では、金融業・保険業、宿泊業・飲食サー

ビス業で大規模事業所が多い（図表19）。中規模事

業所は、医療・福祉、情報通信業に多い。小規模事

業所は、建設業、不動産業・物品賃貸業が多くなっ

ている。

②女性社員の人数

非正社員に比べ、正社員の人数が多い

事業所内における女性正社員の人数は、「10人未

満」（43.8％）が最も高く、「10～ 30人」（25.8％）、「30

～ 50人」（11.6％）の順となっている（図表20）。

女性非正規社員は、「10人未満」（58.3％）が最も高

く、10人以上の各項目は10％前後にとどまっている。

30.1%

16.3%

12.7%

11.4%

5.4%

4.5%

3.9%
3.3%
3.3%
3.0%

6.0%

図表17　回答企業の業種（n=332）

製造業（n=100）

建設業（n=54）

卸売業・小売業（n=42）

その他サービス業（n=38）

運輸業・郵便業（n=18）

情報通信業（n=15）

医療・福祉（n=13）

金融業・保険業（n=11）

14.8%

24.1%

16.0%
24.4%

11.7%

9.0%
図表18　回答企業の従業員規模（n=332）

20人未満（n=49）

20～50人（n=80）

50～100人（n=53）

100～300人（n=81）

300～1,000人（n=39）

1,000人以上（n=30）

64.8

32.0

33.3

11.1

35.7

0.0
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23.1

20.0

52.6

40.0

25.9

46.0

60.0

55.6

40.5

36.4

27.3

61.5

40.0

28.9

40.0

9.3

22.0

6.7

33.3

23.8

63.6

9.1

15.4

40.0

18.4

20.0
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（%）

建設業（n=54）

製造業（n=100）

情報通信業（n=15）

運輸業・郵便業（n=18）

卸売業・小売業（n=42）

金融業・保険業（n=11）

不動産業・物品賃貸業（n=11）

医療・福祉（n=13）

宿泊業・飲食サービス業（n=10）

その他サービス業（n=38）

その他（n=20）

図表19　業種別従業員規模

小規模事業所 中規模事業所 大規模事業所
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金融業・保険業や医療・福祉に女性社員が多い

業種別に女性正社員の人数をみると、「50人以上」

の割合は、金融業・保険業が72.7％、医療・福祉が

46.2％で高くなっている（図表21）。金融業・保険

業や医療・福祉は、従業員規模が大きく、比較的女

性が多い仕事であることから、女性正社員が多く所

属している。

一方で、「10人未満」の割合は、建設業が33.3％、

製造業が38.1％で高くなっている。金融・保険業や

医療・福祉とは反対に、事業所の従業員規模が小さ

く、一般的に女性の従事者が少ない仕事が多いこと

が影響しているとみられる。

③女性活躍推進への取り組み状況

７割の事業所が女性活躍推進に取り組んでいる

女性活躍推進の取り組み状況は、「取り組んでい

る」（67.3％）が最も高く、「将来的に取り組む予定」、

「３年以内に取り組む予定」を含め、90％が女性の

活躍推進に意欲的である（図表22）。

大規模事業所はほとんどが取り組み済み

「取り組んでいる」事業所を規模別にみると、小

規模事業所は46.9％、中規模事業所は71.6％、大規

模事業所は97.1％で、規模が大きくなるほど高く

なっている（図表23）。

小規模事業所においても、「３年以内に取り組む

予定」、「将来的に取り組む予定」を含めると、

82.0％が取り組む方針となっている。

金融業・保険業、医療・福祉で取り組み済みの事業

所が多い

「取り組んでいる」事業所を業種別にみると、金

融業・保険業（100％）、医療・福祉（92.3％）、情報

通信業（86.7％）、宿泊業・飲食サービス業（77.8％）

などが高い（図表24）。

「３年以内に取り組む予定」では、宿泊業・飲食

サービス業（11.1％）が高い。

「将来的に取り組む予定」では、建設業（31.5％）、

卸売業・小売業（26.2％）、製造業（25.0％）が高い。

金融業・保険業、医療・福祉のように、女性正社

員が多い業種では、女性活躍推進に取り組んでいる

事業所が多い。また、建設業、製造業のように、女

43.8

58.3

25.8

15.4

11.6

10.0

10.9

9.1

7.9

7.2

0 20 40 60 80 100
（％）

女性正社員
（n=329）

女性非正規社員
（n=319）

図表20　女性正社員・非正規社員の人数
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建設業（n=54）
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情報通信業（n=15）

運輸業・郵便業（n=18）

卸売業・小売業（n=42）

金融業・保険業（n=11）

不動産業・物品賃貸業（n=11）

医療・福祉（n=13）

宿泊業・飲食サービス業（n=10）

その他サービス業（n=36）

その他（n=20）

図表21　業種別女性正社員の人数

10人未満 10～50人 50人以上
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20.6%
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図表22　女性の活躍推進の取り組み状況（n=330）

取り組んでいる（n=222）
将来的に取り組み（n=68）
取り組む予定ない（n=24）
3年以内に取り組み（n=7）
その他（n=2）

46.9

71.6
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3.1

1.5

1.5

32.0

19.4

1.5

14.1

4.5

3.93.9

3.03.0
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小規模事業所（n=128）

中規模事業所（n=134）

大規模事業所（n=68）

図表23　事業者規模別女性活躍推進の取り組み状況
（複数選択）（n=330）

取り組んでいる 3年以内に取り組み 将来的に取り組み
取り組む予定ない 該当者なし
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性社員が比較的少ない業種でも、将来的には取り組

みたいと考えている事業所が多い。

取り組み内容は「勤務形態の多様化」が多い

女性活躍推進の具体的取り組み内容は、「時短勤

務・在宅勤務等の勤務形態の多様化」（57.6％）が

最も高く、「残業をさせない等、働きやすい環境の

整備」（57.1％）、「管理職への積極的な登用」（49.1％）

が続いている（図表25）。

一方で、「結婚・出産による退職者の再雇用制度

整備」（20.5％）、「保育料の補助等福利厚生制度の

充実」（10.7％）、「ロールモデルとなる女性社員の

事例周知」（7.6％）は低くなっている。

小・中・大規模事業所ともに働きやすい制度を整備

が中心

事業所規模別に女性活躍推進の取り組み状況を

みると、小規模事業所は、「残業をさせない等、働

きやすい制度の整備」（60.7％）、「時短勤務・在宅

勤務等の勤務形態の多様化」（50.8％）、「管理職へ

の積極的な登用」（49.2％）等が高い（図表26）。特

に、働きやすい制度の整備に関しては、中・大規模

事業者を上回って高い。

中規模事業所も小規模事業所と同様に、働きやす

い制度の整備や勤務形態の多様化等の項目が高い。

大規模事業所は全項目が高く、勤務形態の多様化

や退職者の再雇用制度整備、福利厚生制度の充実、

ロールモデルとなる女性社員の事例周知に関し

て、小・中規模事業所を上回る。

事業所の約半数で女性正社員が育休を取得

15年度中の育児休業の取得状況は、「女性（正社

員）が利用」が46.5％、「女性（非正規社員）」が

16.6％となっており、正社員の利用が多い（図表

27）。また、「男性（正規・非正規）が利用」は6.0％

となっている。

図表24　業種別女性活躍推進の取り組み状況（n=330）
 （人、％）

上段：人
下段：％

取り組ん
でいる

3年以内に取
り組み予定

将来的に取
り組み予定

取り組む
予定ない

該当者
なし 合計

全体
222 7 68 24 9 330
67.3 2.1 20.6 7.3 2.7 100.0

建設業
28 1 17 7 1 54
51.9 1.9 31.5 13.0 1.9 100.0

製造業
64 2 25 4 5 100
64.0 2.0 25.0 4.0 5.0 100.0

情報通信業
13 － 2 － － 15
86.7 － 13.3 － － 100.0

運輸業・
郵便業

12 － 3 3 － 18
66.7 － 16.7 16.7 － 100.0

卸売業・
小売業

30 － 11 － 1 42
71.4 － 26.2 － 2.4 100.0

金融業・
保険業

11 － － － － 11
100.0 － － － － 100.0

不動産業・
物品賃貸業

6 － 1 3 1 11
54.5 － 9.1 27.3 9.1 100.0

医療・福祉
12 － － 1 － 13
92.3 － － 7.7 － 100.0

宿泊業・飲食
サービス業

7 1 － 1 － 9
77.8 11.1 － 11.1 － 100.0

その他
サービス業

26 2 6 3 － 37
70.3 5.4 16.2 8.1 － 100.0

その他
13 1 3 2 1 20
65.0 5.0 15.0 10.0 5.0 100.0
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図表25　女性の活躍推進の具体的取り組み内容
（複数回答）（n=224）
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図表26　事業所規模別女性活躍推進の取り組み状況
（複数回答）

小規模事業所（n=61） 中規模事業所（n=97） 大規模事業所（n=66）

46.546.5

16.616.6

6.06.0

4.54.5

45.345.3

1.2

女性（正社員）が利用（n=154）

女性（非正規社員）が利用（n=55）

男性（正・非正規）が利用（n=20）

利用せずに退職・復帰（n=15）

該当者なし（n=150）

その他（n=4）

0 10 20 30 40 50（%）
図表27　育休の取得状況（複数回答）（n=331）
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事業規模が大きくなるにつれ女性正社員・非正規社

員の育休利用率は高まる

事業所規模別にみると、小規模事業所は、「該当

なし」が最も高い（図表28）。「女性正社員が利用」

は21.9％となっている。

中規模事業所では、女性正社員の利用が50.0％、

大規模事業所では85.5％と、事業所規模が大きくな

るにつれ、利用率も高まる。一方で、女性非正規社

員の利用は、大規模事業所（40.6％）に比べ、小・

中規模事業所は10％前後に止まっている。

また、大規模事業所では、「男性社員（正規・非

正規）が利用」も20.3％となっている。

業種別では、医療・福祉、金融業・保険業、情報

通信業において、女性正規・非正規社員、男性の利

用が多い。

女性活躍推進の目的は「将来を見据えた人材戦略」

女性活躍推進に取り組んでいる事業所について、

その目的や要因は、「将来を見据えた人材戦略のた

め」（65.5％）が最も高い（図表29）。以下、「産休・

育休を取って働き続けてもらいたい女性社員がいた

ため」（52.3％）、「世の中の流れだから」（28.2％）、

「『女性活躍推進法』で取り組みが定められたから」

（28.2％）が続いている。

小規模事業所は従業員の都合、大規模事業所は将来

の人材戦略を特に重視

事業所規模別にみると、小規模事業所は「産休・

育休をとって働き続けてもらいたい女性社員がい

たため」（61.0％）が最も高く、「将来を見据えた人

材戦略のため」（57.6％）、「世の中の流れだから」

（22.0％）が続いている（図表30）。

一方、大規模事業所は、「将来を見据えた人材戦

略のため」（76.1％）が最も高く、「『女性活躍推進法』

で取り組みが定められたから」（49.3％）、「産休・育

休を取って働き続けてもらいたい女性社員がいたた

め」（43.3％）で続いている。このほか、「採用段階

での女性社員のイメージアップのため」、「企業のイ

メージアップのため」も小・中規模事業所を上回る。

小規模事業所が比較的現場の社員の都合を優先

しているのに対し、大規模事業所は将来の人材戦略

を重視し、法令や企業イメージ、採用等に関する目

的・要因も重視している。

取り組み予定の事業者は「働きやすい環境整備」を

重視

３年以内、または将来的に取り組み予定の内容

は、「残業をさせない等、働きやすい環境の整備」

（70.3％）が最も高く、「管理職への積極的な登用」

（%）
21.921.9

7.07.0

1.61.6

3.93.9

68.868.8

1.61.6

50.050.0

13.413.4

3.03.0

2.22.2

41.841.8

0.00.0

85.585.5

40.640.6

20.320.3

10.110.1

8.78.7

2.92.9

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
女性（正規）が利用

女性（非正規）が利用

男性（正規・非正規）が利用

利用せずに退職・復帰

該当者なし

その他

図表28　事業所規模別女性活躍推進の取り組み状況
（複数回答）

小規模事業所（n=128） 中規模事業所（n=134） 大規模事業所（n=69）

57.657.6

61.061.0

22.022.0

11.911.9

10.210.2

15.315.3

5.15.1

11.911.9

62.862.8

53.253.2

36.236.2

23.423.4

20.220.2

16.016.0

4.34.3

11.711.7

76.176.1

43.343.3

22.422.4

49.349.3

32.832.8

25.425.4

10.410.4

16.416.4

0 10 20 30 40 50 60 70 80
（%）

将来を見据えた人材戦略のため

産休・育休を取って働き続けて
もらいたい女性社員がいたため

世の中の流れだから

「女性活躍推進法」で
取り組みが定められたから
採用段階での女性社員の
イメージアップのため

企業のイメージアップのため

社内人材の男女比調整のため

その他

図表30　事業所規模別女性活躍推進の目的・要因
（複数回答）

小規模事業所（n=59） 中規模事業所（n=94） 大規模事業所（n=67）
（%）

65.565.5

52.352.3

28.228.2

28.228.2

21.421.4

18.618.6

6.46.4

13.213.2

将来を見据えた人材戦略のため

産休・育休を取って働き続けてもらいたい女性社員がいたため

世の中の流れだから

「女性活躍推進法」で取り組みが定められたから

採用段階での女性社員のイメージアップのため

企業のイメージアップのため

社内人材の男女比の調整のため

その他

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0

図表29　女性活躍推進の目的や要因
（複数回答）（n=220）
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（41.9％）、「結婚・出産による退職者の再雇用制度

整備」（39.2％）が続いている（図表31）。

既に取り組んでいる事業所の取り組み内容と比

較すると、勤務形態の多様化は低い一方で、再雇用

制度整備が高い。各事業所が取り組みたい女性活躍

推進内容と、実際に取り組める内容は異なっている

とみられる。

また、取り組む予定がない事業所について、取り

組まない理由は、「女性社員が少ない、またはい

ないから」、「当社の業務の特性上、女性の管理職

は想定していないから」、「管理職に適したキャリ

ア・経験を積んだ女性がいないから」が高い。

課題は管理職に適した経験を持つ女性の不在

女性活躍推進の課題となることは、「管理職に適

したキャリア・経験を積んだ女性がいない」（42.0％）

が最も高く、「一般的に、女性社員の仕事内容や勤

務形態が他の管理職と異なっている」（29.7％）、「昇

進を勧めても、女性社員自身が管理職になりたがら

ない」（26.6％）が続いている（図表32）。

事業所規模によって課題は異なる

事業所規模別にみると、小規模事業所は「管理職

に適したキャリア・経験を積んだ女性がいない」

（36.3％）が最も高く、「一般的に、女性社員の仕事

内容や勤務形態等が他の管理職と異なっている」

（27.4％）、「昇進を勧めても、女性社員自身が管理

職になりたがらない」（19.5％）が続いている（図

表33）。また、「取り組み方がわからない」が中・

大規模事業所を上回る。

中規模事業所は、小規模事業所同様に、管理職に

適したキャリアの女性の不在、女性社員の仕事内

容・勤務形態の違い、体力面による不適合等が小・

大規模事業所を上回っている。

大規模事業所は、小・中規模事業所と同様の項目

が高い一方、取り組み方がわからない、取り組む時

間がない等の項目は低い。
70.370.3

41.941.9

39.239.2

27.027.0

10.810.8

10.810.8

1.41.4

残業をさせない等、働きやすい環境の整備

管理職への積極的な登用

結婚・出産による退職者の再雇用制度整備

時短勤務・在宅勤務等の勤務形態の多様化

保育料の補助等福利厚生制度の充実

ロールモデルとなる女性社員の事例周知

その他

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0
（%）

図表31　今後取り組み予定の女性活躍推進内容
（複数回答）（n=220）

（%）

42.042.0

29.729.7

26.626.6

12.912.9

11.911.9

7.77.7

18.518.5

管理職に適したキャリア・経験を
積んだ女性がいない

一般的に、女性社員の仕事内容や
勤務形態が他の管理職と異なっている

昇進を勧めても、女性社員自身が
管理職になりたがらない

体力面等で女性社員に適しない

取り組むための時間的余裕がない

取り組み方がわからない

その他

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 40.045.0

図表32　女性活躍推進の課題となること
（複数回答）（n=286）

（%）

36.336.3

27.427.4

19.519.5

9.79.7

14.214.2

14.214.2

15.015.0

49.649.6

34.534.5

30.130.1

16.816.8

15.015.0

4.44.4

13.313.3

38.338.3

25.025.0

33.333.3

11.711.7

1.71.7

1.71.7

35.035.0

0 10 20 30 40 50 60

管理職に適したキャリア・
経験を積んだ女性がいない

一般的に、女性社員の仕事内容や
勤務形態等が他の管理職と

異なっている
昇進を勧めても、女性社員自身が

管理職になりたがらない

体力面等で女性社員に
適していない

取り組むための
時間的余裕がない

取り組み方がわからない

その他

図表33　事業所規模別女性活躍推進の課題となること
（複数回答）

小規模事業所（n=113） 中規模事業所（n=113） 大規模事業所（n=60）
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2．子育てしながら働く女性へのアンケート

子育て中の女性に対し、住んでいる自治体の子育

て支援や出産後の就業状況、子育てと仕事の両立に

対する考え等について、インターネットによるアン

ケート調査を行った。このうち、出産前後の就業に

関する部分をみていく。

⑴ 調査の概要

①調査の対象

・県内在住の20 ～ 49歳の子どもを持つ女性

②調査方法・実施時期

・ ８月５日～ 12日にかけてインターネットアン

ケートを実施

③回収状況

・有効回答者数283人

⑵ アンケート結果の概要

正社員の56％が元の職場に復職する

復職時に公務員・会社員である人は、56％が出

産前の職場に復職し、28％は別の職場に就職する。

特に事務系の会社員は別の職場に就職した人が多

く、技術系の会社員は元の会社に復職する人が多

い。

一方、パート・アルバイトは56％が別の職場に

就職し、出産前の職場に復職する人は17％となっ

ている。

年齢別では、30 ～ 39歳は、40 ～ 49歳に比べ元

の職場に復職する人がやや多い。

働いていない人のうち６割が就業意向を持つ

現在働いていない人でも、すぐに働きたい、ある

いは、保育園に預けられたら働きたい人が29％と

なっている。子どもがある程度大きくなった後を含

めると、６割が就業意向を持っている。

出産後に退職した人で、その後別の職場に就職し

た人の、就職時の子どもの年齢は、0～ 3歳が多い。

退職の理由は個人的理由のほか会社の制度面

一度退職した人の、退職の理由は、育児に専念等

の個人的な理由が多い。しかし、産休・育休制度や

短時間勤務（時短勤務）等の会社の制度面や、産休・

育休制度を取得した前例がない等、会社内の環境面

の課題を上げる人もみられる。

今後の働き方は、育児重視タイプが４割を占める

今後の働き方については、育児を重視し、仕事を

セーブしたい人が41％で最も多い。しかし、出産前

同様に働き、評価されたい人も24％となっている。

また、復職時の課題は、子どもが寂しがる等の家

庭面の課題が大きい。次いで希望の仕事等、就職活

動・マッチング面の課題が大きい。

⑶ アンケートの結果

①現在の就業状況

就業している女性は全体の48.2％

回答者の職業をみると、就業している女性は全体

の48.2％で、「パート・アルバイト」が23.7％、「公

務員・会社員」が20.8％となっている（図表34）。

全体では、「専業主婦」が最も多く、51.8％となっ

ている。

51.8%

23.7%

20.8%

3.6%
図表34　回答者の職業（n=274）

専業主婦
（n=142）

パート・アルバイト
（n=65）

公務員・会社員
（n=57）

経営者・役員・自営業
（n=10）
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パート・アルバイトは別な職場、公務員・会社員は

元の職場に復職する人が多い

「パート・アルバイト」で働く人は、出産前と別

の職場に就職した人が56.9％で最も多い（図表

35）。元の職場に復職した人は16.9％となっている。

「公務員・会社員」は「元の職場に復職した」が

56.1％で高いものの、「別の職場に就職した」も

28.1％となっており、出産を経て別の職場に勤める

人も多い。事務系の会社員は別の職場に就職する人

も多く、技術系の会社員は出産前の職場に復職する

人が多い。

年齢別では、「30 ～ 39歳」では出産前の職場に

復職した割合が24.6％、別の職場に就職した割合が

23.6％で、同程度となっている。

一方、「40 ～ 49歳」では、元の職場に復職した

割合が20.9％であるのに対し、別の職場に就職した

割合が32.4％となっている。世代によって、復職先

には違いもみられる。

また、一度退職し、現在は就業している人の就業

時の子どもの年齢は、「０～３歳」が53.3％で最も

多く、「小学生（１～３年生）」が16.0％、「４歳」

が14.7％となっている。

一度退職した後も、比較的子どもが幼いうちに復

職する人が多い。

②復職時の課題

復職時には家庭面、マッチング面の課題が大きい

一度退職し、別な職場に就職した人が、働くにあ

たって課題となったことは、「子どもが寂しがると

思った（寂しがった）」が53.7％で最も高い（図表

36）。次いで、「時給など条件が合う仕事を見つけ

るのに時間がかかった」が24.3％、「希望する仕事

を見つけるのに時間がかかった」、「保育園に空きが

なかった」が22.1％で続いている。

復職時の課題は、家庭面が最も大きく、次いで就

職活動・マッチング面が大きい。都市部と異なり、

県内においては、保育園等制度面で困っている人は

それほど多くない。

③就業継続の課題

産休・育休制度や働きやすい制度がなく、仕事を辞

めざるをえない状況もみられる

出産後、別の職場へ就職した、あるいは仕事を辞

めた理由は、「育児に専念したかったから」が

44.2％で最も高く、「体力面等で仕事に復帰するこ

とが難しいと感じたから」が25.4％となっている（図

表37）。

一方で、「会社に産休・育休制度がなかったから」
16.916.9

56.156.1

10.010.0

56.956.9

28.128.1

10.010.0

6.26.2

5.35.3

0.00.0

9.29.2

0.00.0

0.00.0

10.810.8

10.510.5

0.00.0

パート・アルバイト
（n=65）

公務員・会社員
（n=57）

経営者・役員・自営業
（n=10）

0 10 20 30 40 50 60（％）

図表35　出産後の就業状況（n=132）

元の職場に復職した
別の職場に就職した
退職してから働いていない
出産前から働いていない
その他

※職業はモニター登録時のもののため、登録後に退職した人がいる等、
誤差もみられる

図表36　働くにあたって困ったこと（複数回答）

家庭面
子どもが寂しがると思った（寂しがった）（n=73） 53.7%

夫や親族の理解を得るのに時間がかかった（n=18） 13.2%

制度面
保育園に空きがなかった（n=30） 22.1%

学童保育に空きがなかった（n=5） 3.7%

就職活動
マッチング
面

希望する仕事を見つけるのに時間がかかった（n=30） 22.1%

子育て中でも採用してくれる企業を見つけるのに時
間がかかった（n=21） 15.4%

時給など条件が合う仕事を見つけるのに時間がか
かった（n=33） 24.3%

他
その他（n=8） 5.9%

特にない（n=19） 14.0%

44.244.2

25.425.4

25.425.4

17.417.4

10.910.9

7.27.2

5.85.8

8.78.7

0 10 20 30 40 50
（％）

育児に専念したかったから(n=61)

体力面等で仕事に復帰するのは
難しいと感じたから(n=35)
会社に産休・育休制度が
なかったから(n=35)

短時間勤務や残業など、働きやすい
環境になかったから(n=24)

配偶者等周囲の協力が得られず、
両立が難しいから(n=15)

会社に産休・育休制度はあるものの、
先例がないから(n=10)

その他(n=8)

特にない(n=12)

図表37　出産後に退職した理由（n=138）

※現在働いていない人、あるいは別な職場に就職した人
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が25.4％、「短時間勤務や残業面など、働きやすい

環境になかったから」が17.4％となっている。また、

「会社に産休・育休制度はあるものの、先例がない

から」が7.2％となっている。

育児を優先するために仕事を辞める、あるいは別

な仕事に就いた人が多い一方、仕事を続けたいが、

会社の制度や現状等から諦めざるを得ない状況も

一部にみられる。

④その他

出産後の働き方は子育てを重視したい人が多い

出産後の働き方については、「出産前に比べ、仕

事をセーブして子育てを重視したい」が41.2％で最

も高く、「出産前と同様に働き、機会があれば昇進

したい」が24.3％、「出産前と同様に働きたいが、昇

進はしたくない」が14.7％となっている（図表38）。

働いておらず、就業意向がある人は全体の６割

現在働いていない人の今後の就業意向は、「子ど

もがある程度大きくなったら働きたい」が34.7％で

最も高い（図表39）。次いで、「すぐにでも働きたい」

が14.9％、「保育園（幼稚園）に子どもを預けられ

たら働きたい」が14.9％となっている。これらを合

わせると、現在働いていない人の63.6％に就業意向

がある。

「働きたいが、問題があって働けない」人の問題

は、「子どもの塾や習い事の送迎」、「介護」、「希望

の保育園に入れない」等がある。

企業アンケートでは、多くの事業所が女性の活躍

推進の必要性を感じており、半数以上が実際に働き

やすい制度・環境の整備等に取り組んでいる。女性

管理職については、必要な経験・スキルが不足して

いる、または昇進を望まない女性社員等へ対応がポ

イントになる。

一方で、女性へのアンケートでは、出産前の職場

に復職する人が半数あまりにとどまり、会社の制度

が整っていない等の理由から、別な職場に就職した

人もみられる。企業アンケートの結果とは反対に、

出産・子育てと仕事の両立が進んでいない、あるい

は、女性社員自身が利用しづらい制度になっている

可能性もある。

次章では、女性活躍推進において、特徴的な取り

組みをしている事業者の事例から、課題解決の方向

性をみていく。

41.2%

24.3%

14.7%

0.7%
5.9%

13.2%

図表38　出産後の働き方に関する希望（n=163）

出産前に比べ、仕事をセーブして
子育てを重視したい(n=56)
出産前と同様に働き、機会が
あれば昇進をしたい(n=33)
出産前と同様に働きたいが、
昇進はしたくない(n=20)
子育てを重視したいので、近い
うちの退職を考えている(n=1)
その他(n=8)

わからない、特に考えていない
(n=18)

34.7%

14.9%14.0%

10.7%

10.7%

4.1%

9.1%
1.7%

図表39　働いていない人の就業意向（n=121）

子どもがある程度大きくなったら
働きたい(n=42)

すぐにでも働きたい(n=18)

保育園（幼稚園）に子どもを
預けられたら働きたい(n=17)

働きたいが、問題があって
働けない(n=13)

働くつもりはないが、今後の
ことはわからない(n=13)

働くつもりはない(n=5)

わからない(n=11)

その他(n=2)
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第4章　女性の活躍推進に取り組む民間事業者へのヒアリング

関東に総合スーパー177店舗を展開
当社は、食料品、家庭用品、衣料品等の小売販売

を行うスーパーマーケット事業を展開し、関東１都

５県で177店舗を出店しています。

2015年にマルエツ、マックスバリュ関東と経営

統合し、ユナイテッド・スーパーマーケット・ホー

ルディングスの一員となりました。

従業員数は正社員が2,284人で、女性の割合は約

２割です。パート・契約社員を含めると、全体の約

70％が女性です。

近年は「ソーシャル・シフトの経営」を掲げ、ソー

シャルメディアを使った社内改革や経営革新等に

取り組み、新しい企業風土を創り上げることを目指

しています。

2006年に初の女性店長を任命
以前は、女性の仕事はレジ打ちと決まっていまし

たし、結婚後に退職する社員も多くいました。しか

し、当時社長であった小濵会長から、会社を変えて

いくために、女性社員の活躍を進めるとの通達を

きっかけに、06年、初の女性店長が２名誕生しま

した。堀マネジャーはその時の１人です。

それまでも、鮮魚や青果等各売り場のチーフを務

める女性はいましたが、店長となると話は別で、自

分からなりたがる人はいませんでしたが、推薦制で

登用しました。

それ以降も、小濵会長が「同じ能力の人材なら、

女性を優先して登用する」とトップダウンで強力に

推進し、「2020年に女性店長を30名にする」という

具体的な目標を掲げることで、女性の管理職が徐々

に増加してきました。

店長、チーフ等、全ての業務域で女性が活躍
店長の業務は、スーパーの業務知識の他に、パー

ト・契約社員を含め、100名にも及ぶ従業員を統率

するコミュニケーション能力が求められます。ま

た、スーパーマーケットのお客様は大半が女性です

ので、売り場作りや店舗運営において、女性の目線

は必須です。女性の店長を任命することは、企業の

競争力を高めることに繋がります。

さらに、現在は全ての業務において男女差はあり

ません。もともと青果部門等でチーフを務める女性

は多くいましたが、数年前まで男性の担当が多かっ

た鮮魚部門においても、現在は女性が魚をさばき、

チーフも務めています。全店舗、全部署で、様々な

年齢層の女性社員が活躍しています。

07年６月からは、女性の活躍と管理職登用を目

的とした「女性かがやき委員会」を発足しました。

女性管理職の選抜・教育方法等の課題解決や、女性

の目線を活かした店舗経営を検討しました。

１．多様な人材を企業の競争力に繋げる
 　株式会社カスミ（つくば市）

　株式会社カスミは、2007年、子育てにやさしい企業に贈られる「くるみん」の県内第
１号に認定され、2016年には、女性活躍推進法における「えるぼし」で、最高ランクの
３つ星を県内で初めて取得する等、女性活躍推進におけるリード企業である。これまで
の取り組みについて伺った。

　取締役　執行役員　　　　　　人事総務本部
　人事総務本部マネジャー　　　人材育成部マネジャー
　生井　義雄 氏　　　　　　　　堀　悦子 氏
業　種：食料品等小売業　　設　立：1961年　　従業員：2,284名（うち女性495名）



30
’16.10

国の評価基準「くるみん」や「えるぼし」を取得
これまでに、国の施策に関連して、次世代育成支

援対策推進法に基づき、ワーク・ライフ・バランス

を推進してきました。

16年は、女性活躍推進法の施行に伴い、事業主

行動計画を策定しました。管理職に占める女性の比

率を、16年４月時点の５％から、18年度に8.8％以

上にすることを目標としています。

これらの取り組みや、育児休業制度等の制度の充

実、子育てしやすい環境づくりが評価され、07年

には子育てサポート企業に対する厚労省の認定「く

るみん」で茨城県第１号の認定を受けました。

また、６月には女性活躍推進企業で認定基準を満

たした企業を認定する「えるぼし」マークを取得しま

した。県内企業で初となる最高ランクの認定です。

取り組みを通じて、社内の風土が大きく変化
この他、当社では、外部派遣や、社内委員会等、

社員選抜の機会があれば、必ず男性と女性の両方を

選ぶようにしています。

また、女性は単独で管理職に任命されると、気後

れして自分の力が発揮できない傾向にあります。や

りにくさを緩和するため、女性を登用する際は、で

きるだけ同時に複数人を登用してきました。

取り組みから10年が経過する中で、社内の状況

や意識が大きく変わってきています。女性の管理職

が増え、妊娠・出産で退職するという女性社員はほ

ぼ皆無となりました。また、若手の女性社員が育っ

てきており、30歳くらいの女性社員が部門のチー

フに就くことも珍しくありません。男女関係なく仕

事をする風土になりつつあり、異動も厭わず、むし

ろ意欲的な女性社員が多くいます。

男女の多様性が企業の競争力に繋がる
女性に活躍してもらうためには、女性に能力を発揮

する機会を与えることが重要です。そして、一律でな

く、多様な目線で評価をしていくことが重要です。

例えば、当社の店長の場合、売上が伸びる積極的

な店舗戦略は、比較的男性店長が得意な分野です。

女性店長は、コストカットが非常に得意です。する

と、収益面で女性店長が結果を残すということがあ

ります。

どちらが優れているということではなく、どちらもあ

ること、そうした多様性こそが、当社の業績を伸ばし、

企業としての競争力に繋がっていくと考えています。

「えるぼし」により、女子学生の人気が高まる
当社は、地元への就職を希望する女子学生の他、

茨城キリスト教大学等で学んだ栄養士を食育担当

で採用しています。来年入社予定の新入社員170名

の内、半数以上が女性になりました。女性が男性を

上回るのは初めてのことです。さらに、「えるぼし」

取得以降は、マーク取得効果により、会社説明会に

訪れる女子学生が増加していると感じます。

今後は、若手女性社員が結婚・妊娠・出産を迎え

る時期に入ることから、どう乗り切っていけるかが

課題です。これまでの女性管理職の例とは異なり、

核家族世帯で共働きの女性社員も増えてきますか

ら、様々な変化も予想されます。

しかし、家庭を持つことで、主婦・母親となった

女性社員は、当社にとって強力な戦力になりますか

ら、期待もあります。

今後も、女性はもちろん、高齢者や障がい者を含

め、多様な人材を活かした経営を進めてまいります。



31
’16.10

２．社員による「イクエン委員会」で女性が働きやすい職場を実現
 　東京フード株式会社（つくば市）

　東京フード株式会社は、2010年からイクエン委員会を組織し、女性が働きやす
い職場づくりに取り組んでいる。2012年からは、女en会の活動を通して、男女と
もに活躍できる会社づくりを進めている。
　2014年度、茨城労働局の両立・均等推進企業茨城労働局長優良賞、県のハーモ
ニー功労賞を受賞した。

　代表取締役社長　　　　丹羽　　弘 氏　　　営業部次長　　　足立　祐子 氏
　生産本部生産管理部長　齋藤　智子 氏　　　総務部総務課長　藤田　友紀 氏
業　種：食料品製造業　　設　立：1967年
従業員：501名（パート含む、うち女性247名）

業務用を中心としたチョコレート専門メーカー
当社は月島食品工業㈱の子会社で、1967年、千

葉県市川市で菓子製造会社として創業しました。

1971年に土浦市、1985年につくば市へ移転し、現

在は上大島工業団地内に本社工場、第二工場を構え

ています。

正社員287名のうち、女性は88名で、つくば市、

筑西市、桜川市から通う人がほとんどです。

取り扱う製品は、製菓・製パン用の業務用チョコ

レートです。品質にはこだわっており、モンドセレ

クションを３年連続で受賞しました。

チョコレート専門メーカーとして、油脂加工技術

を活かし、顧客の要望に応える開発提案型メーカー

を目指しています。

人口減少による顧客と雇用の減少に対応
私（丹羽氏）は月島食品工業の研究開発部門出身

で、2010年に社長に就任しました。就任にあたって、

転機となったことが２つあります。１つは、人口減少

がもたらす顧客と雇用の減少問題です。当社は食品

製造業ですから、人口減少は販売量の減少に直結し

ます。加えて、労働力が減少することで、将来的に

人材確保が難しくなるという問題意識があり、企業と

して女性活躍推進に取り組む必要性を感じました。

もう１つは、先輩から教わっていた「女性の気持

ちは、女性にしかわからないと思って経営にあた

る」という心構えです。

女性が働くためには、仕事と育児の両立が重要
女性社員に長く働いてもらう仕組みや、社内の環

境づくりの舵取りは、当時総務課の女性管理職で

あった藤田課長に依頼しました。

取り組みにあたって最も重視したのは、仕事と育児

の両立です。当社には、以前から産休・育休制度はあ

りましたが、周囲への遠慮や、復帰後に仕事と育児の

両立ができないことから、利用者が少ない状況でした。

男性・女性社員によるイクエン委員会を設置
まず、社内委員会の立ち上げに着手し、社員によ

る「イクエン委員会（育児と仕事の両立を応援する

委員会の意味）」を組織しました。両立の為の相談窓

口となり、安心して働いてもらうための提案・活動を

行う組織で、メンバーは10人中半数が男性です。

参考事例として、山梨県で穀類販売を手掛ける 

㈱はくばくを訪問しました。同社は、社員による「い

きいき委員会」を通して、育児と仕事の両立や、社

員による会社の制度作りに関与しています。男性の

モンドセレクションで3年連続金賞受賞
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育児休暇も既に始まっていました。

休職期間中にコミュニケーションを取り続ける
育休取得時の課題は、社内の情報が得られないこ

とや、戻っても自分の居場所はないのではないか、

という不安を感じて神経質になってしまうことで

す。育休復帰後、他の社員から「今日から復帰だっ

たんですね」と声を掛けられて、「私は歓迎されて

いない」と萎縮しまう人が多くいます。

こうした問題を解決するため、妊娠中から復帰後

までの４回の面談と、育休中の職場訪問を行う「イ

クエン面談」を始めました。また、タブレット端末

と、情報共有ができるソフトウェア「サイボウズ」

を使い、自宅にいる間も社員や社内の状況がわかる

ようにしました。

これにより、お互いが絶えず連絡を取り続けるこ

とで、育休を取得した社員の不安を解消するととも

に、部署内に育休中の社員を温かく迎える雰囲気が

生まれました。

妊婦であることが一目でわかるカードを導入
人数の多い部署や、シフト勤務のパート社員は、

一堂に会する機会が少なく、妊娠中であることに気

付いてもらいにくい課題がありました。そこで、社

員証を兼ねたタイムカードを妊婦専用のデザイン

にすることで、自然と周りが気付くようにしまし

た。妊娠中の社員は自分からは言い出しにくい上、

周りの社員も聞きづらいということもあり、タイム

カードによる非言語コミュニケーションは、双方か

ら好評でした。

さらに、社員食堂にメッセージ掲示板を設けました。

産休・育休に入る社員は、顔写真入りのメッセージカー

ドを掲示します。休暇期間を記載するので、復帰時の

受け入れ態勢やムードが整うとともに、出産をきっかけ

とした社員同士の会話が生まれやすくなりました。

男性管理職のマネジメントスキル向上に繋がる
イクエン委員会には、近い将来、女性の部下が産

休・育休を取得する予定の男性管理職も参加しま

す。多くの男性管理職は、女性の活躍推進が必要だ

ということはわかっていても、どうしてよいかわか

らないというのが現状ではないでしょうか。

しかし、実際に女性の産休・育休と復職を経験す

ると、取り組みのメリットを実感し、「傍観者」から「参

加者」へ変わります。部下の現状を詳細に把握でき

ることが、きめ細かなマネジメントにも繋がります。

また、管理職としてのマネジメントスキルの向上

にも役立ちます。人材の管理には長期のマネジメン

トスキルが求められます。女性の活躍推進は、男性

管理職にとっても成長のきっかけになります。

コミュニケーションを通じて既存の情報を活用
検討後、取り組みを断念したものもあります。そ

の１つが、社内託児所です。

2011年の原発事故に伴う輪番操業で、土日も業

務を行う必要があり、臨時に託児所を開設しまし

た。この託児所の利便性が高く、当時、周辺の保育

所不足に悩む声もあったことから、社内託児所設置

に取り組みました。

こうした中、既に地域にあるものをうまく活用す妊婦用タイムカード

育休復帰者メッセージカード
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れば、社内保育所を設置しなくても済むのでは、と

いう逆の意見が社内から上がってきたのです。社員

同士の情報交換の場として設置したネットワーク

掲示板「イクたま通信」では、地域の保育所や補助

金等の育児情報を、社員同士が発信・交換していま

す。掲示板を通じて、保育所を見つけた社員もいま

す。子育て関連の情報は取得しにくいので、共有化

する手段さえ用意できれば、情報の活用度合いが飛

躍的に高まるのです。

仕事も生活もエンジョイする「女en会」
2012年から、女性リーダーの研修やコミュニケーショ

ンを目的とした女性活躍活動（女活）を始めました。し

かし、筑波大学の黄順姫教授から、「「活躍」とは高圧

的な言い方。これからは男女に関わりなく仕事も生活も

エンジョイすべき。」とのアドバイスを受けました。

2013年から、女性ならではの感性・目線を活かし

ながら、従業員が「安心して活躍できる強い会社」

を築くための「女en会」としてリニューアルしました。

enはenjoyの意味です。イクエン委員会は、どちらか

といえば現状に対処することが目的ですが、女en会は

楽しく働くことを目指す、未来志向の取り組みです。

女en会を通じて女性社員の積極性が向上
女en会では、テーマを設定して、チームで解決方

法を話し合う取り組みをしています。2015年は「仕

事と介護の両立」、2016年は「生産現場で、女性が働

きやすい環境とは」をテーマとして話し合いました。

チームは部署・年齢混合グループで、就業時間内

にミーティング（チーム女子会）やランチミーティ

ングを行い、報告会で各部の管理者に発表します。

普段は会議に参加する機会が少ない女性も、思い思

いに発言しています。

こうした場での経験を積むことで、社員の自主性

が育まれています。最近では、ミーティングのため

に、自主的に事前アンケートやヒアリングを行う

チームがみられます。また、いろいろな場面で、ミー

ティング経験者の積極的な発言が目立っています。

経営者、男性管理職の誘導が重要
こうした取り組みを通じて、女性社員からは、

「戻ってきたいと思える会社だから、ぜひ復職した

い」、「●●くん、●●ちゃんのママではなく、自分

が認めてもらえる場が嬉しい」という声が聞かれる

ようになりました。社内の環境も整い、ほぼ全員が

復職しています。２・３人目を産み、復職する女性

社員も出てきました。

また、２人の男性が育休を取得しています。女性

の復帰後１～２ヶ月間は、育児との両立が大変な時

期です。この間に男性が育休を取得することが、女

性の就業継続に効果的だと考えています。

今年は初の女性部長が誕生した年でもありま

す。彼女や、女en会で活躍している女性をみると、

日本企業に女性管理職が少ないのは、これまで女

性に与えられてきた仕事が、本人の能力を向上さ

せる負荷のある仕事ではなかったことが原因だと

思います。

女性の活躍推進では、経営者や男性管理職がレー

ルを敷き、先導することが重要です。そして、女性

たち自身の求める制度を、社員自身が作っていくこ

とで、従業員を「人財」として尊重し、男性、女性

がともに活躍できる会社に近づいていくのではな

いでしょうか。

女en会の様子
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茨城県を中心に携帯ショップ等46店舗を展開
当社は、個人向け携帯電話の販売や料金コンサル

ティング、アフターサービス等の他、法人向けソ

リューション事業等、情報通信関連事業全般を手掛

けています。

1995年10月に第１号店となるドコモショップを

龍ケ崎市内に開設し、現在はドコモ、au、ソフトバ

ンクの各キャリアショップ等39店舗を展開してい

ます。事業エリアは茨城県、千葉県、埼玉県、神奈

川県、東京都の１都４県に及びます。

従業員の半数を占める女性が活躍
16年７月末現在、契約社員・派遣社員を含む従

業員数は457名で、半数を女性が占めます。店長以

上の管理職は、61名中15名が女性です。従業員の

ほとんどが自宅通勤者です。

当社の業務内容は男女差が無く、法人営業を含

め、全ての店舗・部署で女性が活躍しています。特

に、お客様と接するキャリアショップでは、女性の

高いコミュニケーション能力が欠かせません。

市と連携して女性の継続就業支援を検討
携帯電話販売の業務は、多くの専門知識と、最

新機器・サービスに関する絶え間ない学習、お客

様とのコミュニケーションが必要で、経験を積ん

だ優秀な社員は大変貴重な存在です。しかし、妊

娠・出産を契機に退職する女性も少なくありませ

んでした。

また、女性が多い職場のため、女性が店長を務

めることも多くありましたが、数年前から、女性

のマネージャーや店長が減少していました。

そこで、龍ケ崎市の健康福祉部こども課とも相談

し、女性の継続就業の支援方法を検討しました。検

討の結果、公的保育所は日曜日に利用できないなど

様々な制限があるため、事業所内保育所を設置する

ことにしました。

事業所内保育所「アドキッズ」を開所
15年10月、本社の一部を改装し、事業所内保育

所「アドキッズ」を開所しました。保育所の運営は、

事業所内保育所の委託運営を手掛ける㈱キッズ

コーポレーション（栃木県）に委託しました。

受け入れ可能人数は最大15 ～６人で、水曜日が

休みです。キャリアショップは、土日にお客様が多

くなるため、一般の保育所と異なり、日曜日も開所

している点が魅力です。利用時間は９時から17 ～

18時までで、現在は時短勤務中の５名が利用して

います。今のところ明確な利用基準は設けておら

ず、当社に勤務する社員は全て利用できます。

子どもたちは、室内で遊ぶだけでなく、建物の

裏で、自分たちで栽培したいちごを食べたり、プー

ル遊びをして、一般の保育所と変わらず、楽しそ

うに過ごしているようです。本社の一部にあるの

で、近くに勤務する親は様子を見に行くこともで

きます。

保育所の設置により、女性が仕事を継続できるだ

けでなく、事務所の雰囲気が和やかになる等、他の

社員にとっても良い効果が生まれています。

３．事業所内保育所の設置により女性社員の勤務継続を後押し
 　株式会社アドバンス（龍ケ崎市）

　株式会社アドバンスは、2015年10月に事業所内保育所を設置し、女性社員の育児を会
社全体で支援する取り組みを始めている。開始から１年となる保育所運営について、こ
れまでの試行錯誤のチャレンジと運営実態、今後の取組について考えを聞いた。

　代表取締役　　　経理・財務・総務ゼネラルマネージャー
　佐藤　孝 氏　　  猿田　典子氏
業　種：情報通信業（移動体通信機器サービス）　　設　立：1995年　　
従業員：457名（うち女性234名）
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復職した社員が新人育成担当等で活躍
この他、当社では、現在13名の女性社員が産休・

育休を取得中です。また、これまでに産休・育休を

取得した10名弱の女性社員のうち、およそ半数の

社員が正社員として、一部はパートとして復職して

います。

復職した社員は、販売担当以外にも、新人の育成

担当や、商品知識を活かした法人営業の補助等で活

躍しており、当社としても助かっています。

将来的には近隣の幼稚園、学童保育との連携も
今後は、配偶者が他の会社に勤務する男性社員

（父親）にも利用を拡げたいと考えています。

また、子どもが大きくなったら幼稚園で教育を受

けさせたいというニーズがあります。近隣の大規模

な幼稚園と連携してバスを走らせ、アドキッズから

幼稚園に子どもを送り、降園後はアドキッズに戻っ

てきて、保護者が迎えにくる時間まで過ごすような

方法を考えています。子どもが小学生になれば、学

童保育との送迎も考えられます。

同様に、近隣の同業者との連携も考えています。

携帯電話関連の情報通信業では、優秀な人材の獲得

と、継続就業が課題となっています。近隣の同業者

と連携し、共同で事業所内保育所を経営していくこ

とで、業界全体のイメージ向上や、学生人気の向上

に繋げていければと考えています。

保育所利用料等の課題もある
保育所は試験的に設置したもので、会社負担を多

くし、社員の利用料を安く設定しています。年間の

会社負担が相当額になっているため、保育所の継続

に向けて、利用料値上げも検討しています。

加えて、事業所内保育所を福利厚生と考えると、

利用していない社員との間の不公平感が生まれて

しまう問題もあります。

また、試験的に１ヶ所のみの設置としているた

め、龍ケ崎市内とごく近隣に住む社員のみの利用と

なっています。事業エリア内の他地域への設置は、

今後の検討課題となっています。

他地域の同業他社と社員の情報を共有
将来的には、地銀人材バンクのように、結婚して

当社の営業所が無い地域に引っ越した女性社員の

情報を、他地域の同業他社と共有し、新しい地域の

同業他社で働けるような仕組みを作りたいと考え

ています。

アドキッズも、社員の声を聞きながら、さらに改

良を進めていきます。

社員の新規採用コストと、１人前になるまでの

半年間の教育コストを考慮すると、経験のある社

員の復職は、コスト面から見ても効率的だと考え

ています。

今後も、女性社員に

長く働いてもらうため

の仕組みを考え、実践

していきたいと思って

います。

木の香りがするアドキッズの施設
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第5章　女性の活躍推進に向けて

１．女性の活躍推進の現状と課題
県内事業所は女性活躍推進の必要性を感じている

国内では、女性の就業者が増加し、管理職に占め

る女性の割合も緩やかに上昇が続いている。経済環

境や雇用の変化もあるものの、これまで国等が進め

てきた女性活躍推進の施策は、一定の効果を上げて

いると考えられる。

県内の民間事業所では、女性活躍推進に既に取り

組んでいる事業所が６割を占める。将来的な取り組

みの必要性を感じている事業所を加えると、９割が

取り組みに前向きである。県内事業所においても一

定の効果があり、女性活躍推進の必要性が概ね共有

されているとみられる。

働きやすい環境作り、勤務形態の多様化が進む

実際の取り組み内容は、残業をさせない等の働き

やすい環境作りや、時短勤務等の育休から復帰した

女性が働きやすい多様な勤務形態の整備、管理職へ

の登用等が多い。

時短勤務は2012年の育児・休業法改正により、

企業の義務となっている。管理職への登用は、20

年までに女性管理職を30％にする数値目標等、政

治的・社会的に取り組む方向性となっている。女性

活躍推進全般同様に、県内でも取り組む事業者が増

えているとみられる。

一方で、女性社員のモチベーション向上に繋がる

と考えられるロールモデルの周知や、再雇用制度の

整備は比較的少ない。

制度等の未整備で退職する女性もみられる

事業所アンケートを通じて、民間事業所における

女性活躍推進が進捗している様子が確認できた。

一方で、一般女性へのアンケートでは、就業の継

続を断念し退職した、あるいは別の職場に就職した

理由として、勤務先企業の制度の未整備や、制度の

利用実績がないこと、配偶者等周囲の協力がないこ

とを挙げる人が少なくない。

民間事業所の対応状況は、社員に占める女性の割

合や、経営者の意識、人手不足の状況等によってま

ちまちであると考えられる。その他、両立に向けた

取り組み方がわからない、管理職に登用しようとし

ても、適したスキル・経験のある女性社員がいない

という課題がある。女性社員の育成と求めるスキル・

経験を積める職種での採用拡大等が求められる。

復職には家庭面、雇用のマッチング面が課題
県内の子どもを持つ女性が復職する際の課題として、

最も影響が大きいのは、子どもの精神面等の家庭面の

課題となっている。次いで、希望の仕事、時給面等の

雇用のマッチング面の課題が大きい。保育園の空きがな

い等の制度面の課題は、全体でみれば比較的小さい。

県内でも一部問題視されている待機児童等の影

響は、今回のアンケートではそれほどみられなかっ

た。しかし、自治体別でみれば、結果は異なると考

えられ、継続調査が求められる。

意欲ある女性は働きやすい場所を求める

育休取得後、別の職場に再就職した人は、子育てのた

めに仕事量を制限したい意向が強い。一方で、元の職場

に復職した人は、出産前と同様に働きたい意向が強い。

しかし、出産前と同様に働き、機会があれば昇進

したい人の割合は、復職している、あるいは再就職

であるかに関わらず一定割合となっている。

職場を変えることになっても、働きやすい環境が

整っている職場で働き、成果を上げ、相応の給与を

得たいという女性は一定数いると考えられる。

女性活躍推進の目的は、働き続けてもらいたい社

員の妊娠・出産への対応以上に、将来を見据えた人
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材戦略を挙げる事業者が多い。そうした事業者にとっ

て、意欲ある女性社員の確保、獲得は重要な課題の

一つであるはずだ。今後は、女性の求める制度や環

境を整えることができた事業者こそ、優秀な女性社

員を獲得できるようになっていくのではないか。

２．今後の女性活躍推進の視点
女性活躍推進の現状を踏まえ、アークの自主調査

テーマに基づき、「潜在力」、「デザイン力」、「連携力」

の視点から、女性活躍推進の視点を考える。

潜在力：今、社内にいる女性社員の活用を進める

将来的な労働力人口の減少や、首都圏への若い女

性の流出が課題となる中、今働いている女性社員は

「人財」といえる。就業を継続してもらうことで、

想定外のメリットも生まれている。

㈱アドバンスは、情報通信機器等の進化で業務が

複雑化し、経験を積んだ女性は貴重である。そうし

た女性社員に働き続けてもらうため、事業所内保育

所の設立に踏み切った。これにより、女性社員が就

業継続するだけでなく、新人の育成担当や、通信機

器の知識を活かした法人営業の補助業務等、新たな

分野での活躍に結びついた。

東京フード㈱では、産休・育休を抱えた部下の対応を

通じて、男性管理職が長期のマネジメントスキルを獲得

する契機となる等、周囲への良い効果が生まれている。

㈱カスミは、女性管理職の特性と、男性管理職の

特性が相互補完することで、企業全体としての収益

力向上を指摘している。

デザイン力：復職を支えるシステムの構築

育休後の復職時は、ブランクや体力の問題、子ど

もの体調による急な休み等、両立の不安がある。復

職後の社員が経験する問題や、解決するためのノウ

ハウを蓄積するシステムを構築することで、育休取

得者が復職しやすくなる。

㈱カスミや東京フード㈱は、経験者を交えた専門

組織を設置し、対策を採っている。

さらに、東京フード㈱では、男性管理職を交え、男

性社員への啓蒙活動も同時に進めている。タブレット

端末やICTの導入により、コミュニケーションを取りな

がら、スムーズな復職ができるシステムも構築した。

㈱アドバンスは、店舗以外の仕事を担当すること

で、社員と事業者側双方の負担を減らしている。

今後は、総合職や一般職にかかわらず、出産や介

護等を含めライフイベントによって、多様な雇用形

態が選択できる働き方も求められる。

連携力：業種内、地域内で連携して子育てを支援

事業者の取り組みが、子育てに関する新たな支援

ネットワークの構築や、地域の子育て支援に繋がっ

ていく可能性もある。

㈱アドバンスは事業所内保育所「アドキッズ」の今

後の展望として、自社だけでなく、他社とも連携する

ことで、業種全体で待遇を改善し、優秀な女性社員を

確保することを挙げている。さらに、近隣の幼稚園と

連携することで、「教育」もしたいという親のニーズに

応えるビジョンを示している。実現すれば、「質の高

い保育」と「仕事」の両方を得られ、事業者の働く場

としての魅力が高まるだけでなく、子育てしやすい地

域として子育て世帯の集まる地域になるだろう。

おわりに

企業の担当者からは、女性の活躍推進の秘訣とし

て、経営者の働きかけが鍵との話が聞かれた。㈱カ

スミは、当時社長であった小濵氏が、女性の活躍促

進に本気で取り組み、継続してきた。それにより、

この10年間で、女性の仕事がレジ打ちから全ての

職域に拡大し、管理職昇進や転勤に対する女性社員

の意識も変わっている。取り組みが「えるぼし」獲

得に繋がり、入社説明会における女性人気も高い

等、好循環が生まれている。

次回２月号では、国が出産・子育て支援に本腰を

入れ、各自治体も支援を進める中で、地域に子ども

が増えていくためには、どのような視点が必要かを

考える。 （菅野、小原）



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Distiller_5)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.6
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
    /Arial-Black
    /Arial-BlackItalic
    /Arial-BoldItalicMT
    /Arial-BoldMT
    /Arial-ItalicMT
    /ArialMT
    /ArialNarrow
    /ArialNarrow-Bold
    /ArialNarrow-BoldItalic
    /ArialNarrow-Italic
    /ArialUnicodeMS
    /CenturyGothic
    /CenturyGothic-Bold
    /CenturyGothic-BoldItalic
    /CenturyGothic-Italic
    /CourierNewPS-BoldItalicMT
    /CourierNewPS-BoldMT
    /CourierNewPS-ItalicMT
    /CourierNewPSMT
    /Georgia
    /Georgia-Bold
    /Georgia-BoldItalic
    /Georgia-Italic
    /Impact
    /LucidaConsole
    /Tahoma
    /Tahoma-Bold
    /TimesNewRomanMT-ExtraBold
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /Trebuchet-BoldItalic
    /TrebuchetMS
    /TrebuchetMS-Bold
    /TrebuchetMS-Italic
    /Verdana
    /Verdana-Bold
    /Verdana-BoldItalic
    /Verdana-Italic
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (JC200103)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e55464e1a65876863768467e5770b548c62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc666e901a554652d965874ef6768467e5770b548c52175370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents suitable for reliable viewing and printing of business documents.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /ESP <>
    /FRA <>
    /ITA (Utilizzare queste impostazioni per creare documenti Adobe PDF adatti per visualizzare e stampare documenti aziendali in modo affidabile. I documenti PDF creati possono essere aperti con Acrobat e Adobe Reader 5.0 e versioni successive.)
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020be44c988b2c8c2a40020bb38c11cb97c0020c548c815c801c73cb85c0020bcf4ace00020c778c1c4d558b2940020b3700020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken waarmee zakelijke documenten betrouwbaar kunnen worden weergegeven en afgedrukt. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /PTB <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /JPN <>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (Distiller_5)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 0
      /MarksWeight 0.283460
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /JapaneseWithCircle
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


